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１．基本的な考え方
○ 今後の本格的な少子高齢社会を見据え、医療資源を効果的かつ効率的に活用し、急性期から亜急性期、回復
期、療養、在宅に至るまでの流れを構築するため、一般病床について機能分化を進めていくことが必要である。

○ 地域において、それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能（急性期、亜急性期、回復期など）の
情報を把握し、分析する。その情報を元に、地域全体として、必要な医療機能がバランスよく提供される体制
を構築していく仕組みを医療法令上の制度として設ける。
この仕組みを通じて、それぞれの医療機関は、他の医療機関と必要な連携をしつつ自ら担う機能や今後の方
向性を自主的に選択することにより、地域のニーズに応じた効果的な医療提供に努める。

○ これにより、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、それぞれのニーズに見合った病床が明ら
かとなり、その医療の機能に見合った医療資源の効果的かつ効率的な配置が促される。その結果、急性期から
亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしいより良質な医療サービスを受け
ることができることにつながる。

○ こうした仕組みを通じて、それぞれの医療機関が担っている機能が住民・患者の視点に立ってわかりやすく
示されることにより、住民や患者が医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していくことにつながる。

２．医療機能及び病床機能を報告する仕組み
（医療機関が担っている医療機能を自主的に選択し、報告する仕組み）
○ 各医療機関（診療所を含む。）が、その有する病床において担っている医療機能を自主的に選択し、その医
療機能について、都道府県に報告する仕組みを設ける。その際、医療機能情報提供制度を活用することを検討
する。
※ 報告は、病棟単位を基本とする。

３．（略）

「一般病床の機能分化の推進についての整理」
（平成24年6月15日急性期医療に関する作業グループ報告書）抜粋
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の
「現状」と「今後の方向」を、自ら１つ選択して報告。（平成26年度から導入）

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能※
高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児
集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療
を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

病床機能報告制度について

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテー
ションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できるこ
とにご留意ください。
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供して
いる場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院
患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
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医療機能の選択に当たっての基本的な考え方

（ある病棟の患者構成イメージ）

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向け
て、診療密度が特に高い医療を提供する機能

特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い

高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能 特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
療養病棟入院基本料

救命救急入院料
特定集中治療室管理料
ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料
脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
新生児治療回復室入院管理料急性期機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治

療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療
室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を
提供する病棟

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の
意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部
骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を
目的としたリハビリテーションを集中的に提供す
る機能（回復期リハビリテーション機能）。

地域包括ケア病棟入院料（※）
※ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が
主に回復期機能を提供している場合は、回
復期機能を選択し、主に急性期機能を提供
している場合は急性期機能を選択するなど、
個々の病棟の役割や入院患者の状態に照ら
して、医療機能を適切に選択。

特定入院料等を算定する病棟については、一般的には、次のとおりそれぞれの機能として報告するものとして取り扱う。
その他の一般入院料等を算定する病棟については、各病棟の実態に応じて選択する。

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料
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6

病床機能報告制度と地域医療構想の将来推計の違い








































